
 

 

 

 
 

Q１：「留守家庭児童会室」とはどう違うの？ 
 

① 留守家庭児童会室のような生活の場や預かりを目的とした保育事業ではありません。 

  参加を希望する児童が主体的に参加し、友だちやスタッフと交流する中で、遊んだり、学んだりする場所です。 

②  利用料は無料（登録時に 1,000円の負担があります）、定員はありません。 

③  参加の連絡は土曜日・三季休業期のみ必要です。学校授業日の平日の参加連絡は必要ありません。 

④ 「●時に帰宅させてほしい」などのご要望はお応えできません。帰る時間はご家庭で相談して約束した時間に 

帰ります。放課後オープンスクエアでの過ごし方、行き帰りの安全等についても、必ずご家庭でお子さんとよく 

話し合って保護者の責任で参加をお願いします。 

⑤ 事業中では職員が、子どもたちの主体的な活動の見守り、声かけ、援助を行います。 

⑥ 時間延長はありません。 

⑦ 留守家庭児童会室と併用利用できます。 

⑧ 児童の参加の意思が必要です。 
 

※留守家庭児童会室と放課後オープンスクエアは、事業の趣旨が異なります。 

ご家庭でお子さんと相談のうえ、目的に応じて選択してください。 

 
Q２：参加するにはどうしたらいいの？ 

 

参加には毎年度登録が必要です。（過去に利用していても令和 8年 4月以降の利用は再登録が必要です） 

年度途中でも登録いただけます。電子申請または放課後子ども課窓口で申込みください。 

令和 7年度に登録したお子さんについては、令和 8年 2月末までに登録住所に継続登録の案内を郵送します。 

継続登録を希望される方は案内の内容をご確認ください。 

（転居等、登録事項に変更がある場合は各オープンスクエアに速やかにお申し出ください。） 

 
Q３：いつ開いてるの？ 
 

平日 授業終了後から午後５時まで （10月～３月は１６時３０分まで） 

土曜日、三季休業期 午前９時から午後５時まで   （10月～３月は１６時３０分まで） 

※日曜日、祝日、小学校の代休日、創立記念日、学校閉庁日（参考：令和 7年度 令和 7 年 8 月 9日(土)～15 日

（金）の 7日間）、年末年始（12月 29日～1月３日）は実施しません。 

 
Q４：どんなことをするの？ 
 

参加を希望する児童が、放課後オープンスクエア実施場所（特別教室や専用室等）や運動場などで、主体的に遊ぶ

ことができます。読書や宿題、自主学習の場としても利用できます。何をして過ごすかは、自分で決めて放課後を過

ごします。 ボール、カードゲーム（トランプ）等の遊び道具は、用意しています。 

 
Q５：参加費用はいるの？ 

 

利用料は無料ですが、登録時に 1,000円をお支払いいただきます。 

（傷害保険料や郵送料、児童が使用する玩具類等の購入費用の一部に充てられます）。 

電子申請の場合はクレジットカードまたは PayPayにて、窓口での申込みは現金支払いのみとなります。 

1,000円の決済をもって、申込が完了します。 

 
Q６：三季休業中の昼食はどうしたらいいの？ 
 

三季休業期間（夏・冬・春休み）と、給食のない日は、お弁当を持参して、放課後オープンスクエアで食べることがで

きます。 

保管するための冷蔵庫等の用意はありません。お弁当の保管（保冷や衛生面など）、食物アレルギー等の配慮は、保

護者の責任において行ってください。また、友だちとおかずの交換をしないなど、お子さんにご指導願います。 

一度帰宅し、昼食をとったあと再度参加することもできます。 

ただし、おやつの持参はできません。 
 

 

放課後オープンスクエア Q＆A 



 

Q７：一度下校してから参加してもいいの？ 
 

放課後オープンスクエアでは一度下校してから再度登校して参加することもできます。 

一度昼食やおやつを食べるために下校してから再度登校して利用することができます。 

一度帰宅してから放課後オープンスクエアに参加するのか、授業終了後そのまま参加するのかは、ご家庭でお子さ

んとよく話し合って決めてください。 

 
Q８：ケガをしたときはどうなるの？ 
 

気をつけていても、遊びの中でケガをする場合があります。ケガをした場合は、簡単な応急手当は行いますが、 

ケガの状況により、保護者の方に連絡し、お迎えや病院の搬送をお願いする場合があります。 

緊急連絡先は常につながる連絡先をご登録ください。（緊急を要する場合は救急要請を行います） 

 

Q９：途中で帰ることはできるの？参加確認や欠席の連絡はいるの？ 
 

【平日】 

自由に参加・帰宅することができます。平日の参加・欠席の連絡は要りません。 

 「●時に帰宅させてほしい」などの児童の帰宅時間管理の要望にはお応えできませんのでご了承願います。 
 

【土曜日・三季休業期】 

土曜日・三季休業期は長時間の利用や体制確保のため、参加する日の前日午前 11時までに参加連絡が必要です。 

帰宅時間については、あらかじめお子さんとよく話し合って決めてください。 

 
Q10：持ち物について、決まりはあるの？ 

 

学校のルールと同じです。例えば、お茶を入れた水筒や学習のための問題集等は持参可能ですが、おやつやゲーム

機器などは持参できません。（三季休業期も同様） 

 
Q11：自転車で行ってもいいの？ 

 

自転車での参加はできません。持ち物と同様に学校のルールに従ってください。 

 
Q１２：子どもが下校したかどうかの確認はどうするの？ 

 

入退出時間等については、「入退室管理システム（コドモン）」を導入し、保護者へアプリ通知やメール等でお知らせ

します。(利用前に保護者ご自身で設定をお願いします。)帰宅管理は行いませんので、日々のお問い合わせはご遠

慮願います。 

 
Q13：お茶の用意はあるの？ 

 

お茶の用意はありません。特に夏場は、大きめの水筒にお茶等を入れて持たせてください。 

 
Q1５：災害時など緊急時の対応は？ 

 

気象警報発令時など、緊急事態が発生した場合は、情報確認・状況判断を行い、開催の有無等を決定します。その

際、  「入退室管理システム（コドモン）」を通して連絡を行いますので、利用初日までに必ずアプリの登録をお願いし

ます。また、申込時に登録の連絡先に連絡することがありますので、必ず参加先からの着信が受けられるように設定

をお願いします。（各実施場所の電話番号は市HPに記載） 

（令和８年度から初めて登録する児童には、アプリ登録方法について、郵送でご案内します） 

 
Q1６：利用開始の案内はありますか？ 

 

令和８年度に初めて登録する児童には、受付完了後、利用開始日までに「入退室管理システム（コドモン）」の案内等

を郵送します（過去に登録のある児童には、案内はありません）。 

随時受付の場合、概ね、各月 10日までの申し込みで翌月初日から利用できます。 

アプリの登録及び枚方市HP掲載の「利用の手引き」の確認を終えてから、利用してください。 

 

 

 

 

■ お問い合わせ  

     枚方市教育委員会 放課後子ども課 

（枚方市車塚１－１－１ 輝きプラザきらら４階） 

     ☎ 050-7105-8201  FAX 072-867-8131 


